
 

授業等閲覧に学習者用端末を使うときのルール 

 
※必ずお子様と保護者が共に確認してください。 

 
１．お子様へ 

（１）学習者用端末本体に関すること 

□ 東久留米市から貸し出されているものです。大切に扱います。 

□ アカウント名やパスワードはお子様が管理します。他人には教えません。 

□ 授業等の閲覧以外での利用はしません。 

□ 学習者用端末の充電は家庭で行います。 

□ 故障や破損、紛失、盗難があった場合は速やかに学校へ報告します。 

（２）使用時間と健康面について 

□ 授業が行われている時間のみ利用します。 

□ 健康面を考慮し、長時間利用はせず目を休めながら使用します。 

（３）安全性（セキュリティ）やネットワーク上でのルール・マナーについて 

□ インターネットで、不適切なサイトの閲覧や投稿を行いません。 

□ 学習者用端末の Web検索履歴などは、教育委員会が確認できる事を理解して使用します。 

 
２．保護者の方へ 

□ 
アカウントの作成や更新の際に必要な個人情報を、委託事業者に提供する場合があります。 

※個人情報とはお子様の氏名、学校名、学年、組番号です。 

□ アカウントはお子様が自分で管理をしますが、学校でも保管をいたします。 

□ 教育活動のために必要な個人情報などは、学校や教育委員会が保管します。 

□ 
本端末には最低限のウイルス対策は施されておりますが、フィルタリング機能はありません。授業

等の閲覧目的以外でのインターネット利用は絶対に行わないでください。 

□ 通信環境整備や通信料、充電のための電気料については、各家庭でのご負担をお願いします。 

□ 
使い方が悪く破損・故障した場合や紛失した場合、不適切なサイトの閲覧・投稿等によってウイル

ス感染し復旧できない場合は、保証を求める場合があります。 

 

 


